
「証券CFD取引契約締結前交付書面」新旧対照表 

平成２３年９月１５日 

（ 下線部分変更） 

新 旧 

証券ＣＦＤ取引のリスク等重要事項について 

証券ＣＦＤ取引のリスクについて 

 

・株価指数CFD（限月がない銘柄を除く）については、銘柄ごとに決済期

限が決められています。お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取

引最終日までに決済されなかった場合、当該建玉は取引最終日の翌営業日

に最終清算価格で自動的に決済されます 

 

 

・株価指数CFD（限月のある銘柄を除く）において、決済期日を設けてい

いないため、当社が定める日に建玉を保有していた場合、当社で定めた価

格調整額が発生します。 

価格調整額は、参照市場の最終営業日の前に当社が定める日において参照

原資産の交代を行うため 期近と期先の価格差を基に算出します。 

 

カバー取引について 

・当社の株価指数ＣＦＤのカバー取引は下記の外国金融商品市場において

行います。 

 

（削除） 

 

証券ＣＦＤ取引のリスク等重要事項について 

証券ＣＦＤ取引のリスクについて 

 

・株価指数先物ＣＦＤについては、銘柄ごとに決済期限が決められていま

す。お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引最終日までに決済

されなかった場合、当該建玉は取引最終日の翌営業日に最終清算価格で自

動的に決済されます 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

カバー取引について 

・当社の株価指数先物ＣＦＤのカバー取引は下記の外国金融商品市場にお

いて行います。 

 

商号又は名称：大阪証券取引所 

監督を受けている当局の名称：金融庁 



新 旧 

 

 

証券ＣＦＤ取引の仕組みについて 

当社による証券ＣＦＤ取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び規則

を遵守して行います。 

１．証券ＣＦＤ取引の概要 

（１）取扱銘柄 

当社では、株価指数ＣＦＤ、株式ＣＦＤを取扱います。 

（ａ）株価指数ＣＦＤ 

・株価指数ＣＦＤ取引に必要な証拠金の最低額は、各建玉の対価の額の

10％に相当する円価格です。 

・株価指数ＣＦＤ価格は対象となる原資産の株価指数先物の市場価格に連

動します。 

・金利調整額の受払は発生しません。 

・限月のない銘柄の場合、価格調整額の受払が発生いたします。 

（削除） 

・決済期限は、原資産市場の取引最終日に準じます。取引最終日までに建

玉を決済されない場合は、翌営業日に最終清算価格で強制決済されます。

 

 

（９）金利調整額 

株式ＣＦＤ取引において、株式ＣＦＤ取引時間終了時点で建玉を保有して

いた場合、金利調整額が建玉に発生します。金利調整額は当社が定めた額

とし、毎週金曜日に翌週適用分を更新します。 

 

 

証券ＣＦＤ取引の仕組みについて 

当社による証券ＣＦＤ取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び規則

を遵守して行います。 

１．証券ＣＦＤ取引の概要 

（１）取扱銘柄 

当社では、株価指数先物ＣＦＤ、株式ＣＦＤを取扱います。 

（ａ）株価指数先物ＣＦＤ 

・株価指数先物ＣＦＤ取引に必要な証拠金の最低額は、各建玉の対価の額

の10％に相当する円価格です。 

・株価指数先物ＣＦＤ価格は対象となる原資産の株価指数先物の市場価格

に連動します。 

・金利調整額の受払は発生しません。 

（新設） 

・直近２限月が常時お取引できます。ただし、期近限月の取引が終了して

から翌営業日までは1 限月のみとなります。 

・決済期限は、原資産市場の取引最終日に準じます。取引最終日までに建

玉を決済されない場合は、翌営業日に最終清算価格で強制決済されます。 

 

（９）金利調整額 

株式ＣＦＤ取引において、株式ＣＦＤ取引時間終了時点で建玉を保有して

いた場合、金利調整額が建玉に発生します。金利調整額は当社が定めた額

とし、毎週金曜日に翌週適用分を更新します。 



新 旧 

 

※金利情勢の変化等により、金利調整額は変動します。また、マイナス金

利となる場合は、当社への支払いとなります。 

 

※株価指数ＣＦＤでは、金利調整額の受払いは発生しません。 

 

（１０）配当金調整額 

株式ＣＦＤ取引において、原資産となる株式における配当金権利確定日の

取引終了時点で建玉を保有していた場合、配当金調整額が建玉に発生しま

す。 

買建玉を保有している場合は配当金調整額を受取り、売建玉を保有してい

る場合は配当金調整額を支払います。 

 

※株価指数ＣＦＤでは、配当金調整額の受払いは発生致しません。 

 

（１１）価格調整額  

株価指数CFD（限月のある銘柄を除く）において、決済期日を設けていい

ないため、当社が定める日に建玉を保有していた場合、当社で定めた価格

調整額が発生します。 

価格調整額は原資産の最終取引日を迎える前の当社が定める日において、

期近と期先の価格差をもとに算出いたします。 

 

３．返済に伴う金銭の授受 

（ｂ） 最終清算による決済 

 

※金利情勢の変化等により、金利調整額は変動します。また、マイナス金

利となる場合は、当社への支払いとなります。 

 

※株価指数先物ＣＦＤでは、金利調整額の受払いは発生しません。 

 

（１０）配当金調整額 

株式ＣＦＤ取引において、原資産となる株式における配当金権利確定日の

取引終了時点で建玉を保有していた場合、配当金調整額が建玉に発生しま

す。 

買建玉を保有している場合は配当金調整額を受取り、売建玉を保有してい

る場合は配当金調整額を支払います。 

 

※株価指数先物ＣＦＤでは、配当金調整額の受払いは発生致しません。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

３．返済に伴う金銭の授受 

（ｂ） 最終清算による決済 



新 旧 

株価指数CFD（限月のない銘柄を除く）については、銘柄ごとに決済期限

が決められています。お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引

最終日までに決済されなかった場合、当該建玉は取引最終日の翌営業日に

最終清算価格で自動的に決済されます。 

 

証券ＣＦＤ取引に関する主要な用語 

最終清算価格 株価指数ＣＦＤ取引の最終決済を

行うための価格（＝清算指数）の

ことをいう。満期日前に反対売買

による決済を行わない時の、清算

価格として使用される。 

金利調整額 株式CFD取引において、株式CFD

取引時間終了時点で建玉を保有し

ていた場合、金利調整額が建玉に

発生します。 

配当調整額 株式CFD取引において、原資産と

なる株式における配当金権利確定

日の取引終了時点で建玉を保有し

ていた場合、配当金調整額が建玉

に発生します。 

価格調整額 株価指数CFD（限月のある銘柄を

除く））において、当社で定めた

日に建玉を保有した場合、当社で

定めた価格調整額が建玉に発生し

株価指数先物ＣＦＤについては、銘柄ごとに決済期限が決められています。

お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引最終日までに決済され

なかった場合、当該建玉は取引最終日の翌営業日に最終清算価格で自動的

に決済されます。 

 

証券ＣＦＤ取引に関する主要な用語 

最終清算価格 株価指数先物ＣＦＤ取引の最終決

済を行うための価格（＝清算指数）

のことをいう。満期日前に反対売

買による決済を行わない時の、清

算価格として使用される。 

（新設）  

（新設）  

（新設）  
 



新 旧 

ます。 
 

 


